
地方創生への取り組み 
 

青森県信用組合は、協同組織金融機関として「地方創生」に取り組んでおります。 

今般、「地方創生」への取り組みとして、子育て・生活の支援、地域産業支援、創業支援に

資するため、金利引き下げを実施しますのでご活用ください。 

 

＜消費者ローン＞ 

商品名 金利引き下げ対象 

教育ローン 

 

スーパー進学ローン 

「コンパス」 

１．大学卒業前の未就業の子供がいる方 

２．青森県市町村等が実施している地方創生に係る認定制度の認定を得

ている企業にお勤めの方 

３．全国健康保険協会青森支部の健康宣言登録事業所にお勤めの方 

目的ローン 

１．大学卒業前の未就業の子供がいる方 

２．結婚に係る資金をご利用の方 

３．青森県市町村等が実施している地方創生に係る認定制度の認定を得

ている企業にお勤めの方 

４．全国健康保険協会青森支部の健康宣言登録事業所にお勤めの方 

マイカーローン 

 

スーパーマイカーローン 

１．大学卒業前の未就業の子供がいる方 

２．青森県市町村等が実施している地方創生に係る認定制度の認定を得

ている企業にお勤めの方 

３．全国健康保険協会青森支部の健康宣言登録事業所にお勤めの方 

リフォームローン 

 

リフォームローンワイド 

１．大学卒業前の未就業の子供がいる方 

２．青森県市町村等が実施している地方創生に係る認定制度の認定を得

ている企業にお勤めの方 

３．全国健康保険協会青森支部の健康宣言登録事業所にお勤めの方 

４．各自治体から認定（補助金支給、空き家バンク登録等）を受けた

物件のリフォーム・解体をする方 

新フリーローン 

 

スーパーサポートローン 

１．大学卒業前の未就業の子供がいる方 

２．青森県市町村等が実施している地方創生に係る認定制度の認定を得

ている企業にお勤めの方 

３．全国健康保険協会青森支部の健康宣言登録事業所にお勤めの方 

※ 金利引き下げ幅については消費者ローンパンフレットに記載しておりますので、ご覧ください。 

※ 詳しくは、当組合窓口へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

（平成 30年 4月 2日現在） 



 

＜事業資金ローン＞ 

商品名 金利引き下げ対象 金利引き下げ 

ふるさと活性化特別融資制度 
「地方創生取り組み基準」に該当する 

事業者及び企業 
０．２％ 

 

「地方創生取り組み基準」 
ふるさと活性化特別融資制度の金利引き下げ対象 

 項  目 

１ 青森県市町村及び弘前大学等が実施している地方創生に関する会議等に参加している 

２ 

青森県市町村等が実施している地方創生に係る認定制度の認定を得ている 

＜例＞ 

青森県の青森県健康経営認定制度 

青森県の青森県介護サービス事業所認定評価制度 

青森県のあおもり働き方改革推進企業認定制度 

青森市のあおもり健康づくり実践企業認定制度 

弘前市の人口減少対策に係る企業認定制度 

むつ市のむつ市すこやかサポート事業所認定制度 

つがる市のつがる健康経営企業認定制度 

３ 全国健康保険協会青森支部の健康宣言登録事業所 

４ 従業員の健康診断、インフルエンザ予防接種等に対する取り組みを実施している 

５ 青森県産農林水産物を利用した新商品開発等に対する取り組みを実施している 

６ その他地方創生に資する取り組みを実施している 

 

 

ふるさと活性化特別融資制度（概要） 

■ご利用いただける方  次の条件を満たす企業及び事業主の方 

①業歴２年以上の方 

②税金の滞納のない方 

③その他、当組合所定の条件を満たす方 

■お使いみち      運転資金及び設備資金 

■ご融資金額      1,000万円以内 

■ご融資期間      証書貸付：１年超～１０年以内 

            手形貸付：１年以内 

■ご融資利率      ① 証書貸付：変動金利 長期プライムレート＋2.00％ 

            ② 手形貸付：固定金利  3.15％ 

■担保         原則不要 

※ 詳しくは、当組合窓口へお問い合わせください。 


